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広
島
県
マ
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
規
則
第
四
十

二
号
）
（
港
湾
振
興
課
） 

 
 

広
島
県
マ
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
広
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）
附
則

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
六
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 


